
熱海市社会福祉協議会社会福祉法人

社協だより141号

ひとり暮らしの高齢者や障害のある方子育て中の方など、孤立しがちな方
たちが身近な場所で気軽に集まり、地域の人と共に楽しく過ごせる場所を自
主的につくっていく、そんな仲間づくりの活動です。

令和６年７月発行みんなで支えあい みんなでつくる福祉のまちづくり

地域サロンに新しく子育てサロンが
仲間入りしました！

ふーちゃん

にじいろかふぇ

地域サロン
って何？

子育ての不安や悩みをもつママが話せる場所

ドルフィンズ 異年齢の子どもたちが集まり集団遊びを楽しむ場所

•開催日時：毎月第１水曜日10：00～
•場　　所：福祉センター、南熱海マリンホール
　　　　　　他市内公民館等（都度お知らせ）
•対　　象：子育てに不安のある方、子育てに
　　　　　　　ついて交流したい方
　　　　　　どなたでも参加OK
•内　　容：悩み相談や共有、その他ワーク　
　　　　　　　ショップ、イベント等
•参 加 費：１回３００円
　　　　　　（イベント時は別途徴収）
•お問合せ：鈴木　０７０－２６１３－１７４９

•開催日時：毎月第２日曜日または祭日の月曜日
•場　　所：市内体育館や姫の沢公園、海や川　　
　　　　　　（都度お知らせ）
•内　　容：子どもたちが話し合って指導員や高校生
　　　　　　ボランティアと一緒に皆で活動を決めて
　　　　　　とにかく皆で遊ぶ！
•参 加 費：年間１８００円（１世帯）
　　　　　　イベント時は別途徴収
•お問合せ：佐野　０９０－９１５２－２１４９

親は子どもの様子を見ながら
交流や悩み相談



フレッシュサロン一覧表

社会福祉協議会では介護予防を目的とした体操教室を実施しています。
音楽に合わせて身体を動かしたり、ストレッチをしたり…インストラクターの

指導の下、楽しく身体を動かすことができます！市内にお住いの方であればどな
たでも参加ＯＫ！
参加希望の方はお気軽にお問い合わせください。

人生100年時代。
心も体も元気で健やかに！
筋力をつけて転ばない体に！
音楽にのって軽やかにダンスは脳トレ！
来た時よりも帰る時の爽快感！
サロンの皆様には、体を動かすことの楽しさを
感じていただいてます。

フレッシュサロン（体操教室）に
参加しませんか？

フレッシュサロン（体操教室）に
参加しませんか？

～スタッフから一言～～スタッフから一言～

開催日時：下記一覧参照
場　　所：　　  〃
対　　象：市内在住の方であればどなたでも
内　　容：介護予防体操、ストレッチ、音楽に合わせた体操
持 ち 物：飲み物、タオル、上履き（必要であれば）
お問合せ：熱海市社会福祉協議会
　　　　　0557ー86ー6339

※ご高齢で体力に自信のない方や
お身体に痛みのある方、動きに
制限のある方を対象とした、総
合事業通所型サービスA（座っ
た姿勢でできる無理のない体操
教室）もございます。

中野フレッシュサロン参加者

泉フレッシュサロン参加者

場会間時前名日曜

火 泉フレッシュサロン 9：45～11：15 泉公民館

〃 伊豆山仲道フレッシュサロン 13：00～14：30 伊豆山仲道公民館

水 網代フレッシュサロン 10：00～11：30 網代公民館

〃 中央フレッシュサロン 10：00～11：30 福祉センター5階 ※

木 南熱海フレッシュサロン 10：00～11：30 南熱海マリンホール

〃 中野フレッシュサロン 10：00～11：30 中野公民館

〃 中央フレッシュサロン 10：00～11：30 福祉センター5階

〃 中央フレッシュサロン 13：30～15：00 〃

金 中央フレッシュサロン 10：00～11：30 〃 ※

※ 中央フレッシュサロン水曜日は令和６年８月より開始予定
※ 中央フレッシュサロン金曜日は令和６年９月より開始予定
見学、体験（無料）いつでも受け付けています



熱海市社会福祉協議会では、地域の皆様のボランティア活動のきっかけとなるよう
講座を開催します。身近な場所で気軽にボランティア活動を始めてみませんか？

１　成年後見制度とは？　
成年後見制度は、家庭裁判所が本人の権利を守る援助者「成年後見人（保佐人・補助人）」を選ぶこと
で、本人を法律的に支援する制度です。選ばれた「成年後見人（保佐人・補助人）」は本人の生活・財産の
状況を調べ、今後の生活をどうしていくかを本人に寄り添いながら確認します。その上で、本人の財産・生
活を守るための活動をします。その上で、１年に１回、家庭裁判所に本人の状況を報告する義務があります。

＊利用するにあたっては家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

２　日常生活自立支援事業（成年後見制度までは必要ない方）
日常生活自立支援事業は「福祉サービスの情報提供や利用するための手続きをお手伝い」する「福祉サー
ビスの利用援助」を中心に、「金銭管理」や「書類等のあずかり」をして本人の生活を支えます。あくま
で、本人と社会福祉協議会の契約によって実施される事業なので、契約内容が理解できないほど判断能力が
低下している方はご利用はむずかしいです。

＊利用するにあたっては所定の調査・審査がございます。熱海市社会福祉協議会までご相談ください。

ボランティア基礎講座

日　　時：令和６年８月17日（土）10時～12時
会　　場：総合福祉センター３階　
講　　師：さわやかインストラクター 木下さち子 氏
内　　容：ボランティア活動をする上での心得や、現在ボランティア活動をしている方の体験談など
対 象 者：市内在住、在勤、在学の方
申し込み方法：下記の方法で氏名、住所、電話番号、生年月日をお知らせください。
　　　　　　　① 電　話　0557ー86ー6339
　　　　　　　② メール　csw-atami@po2.across.or.jp
　　　　　　　③ F A X　0557ー86ー6341
申込締切：令和６年８月15日（木）

【移動支援セミナー】
令和６年11月に移動支援セミナーを開催します。詳しくは広報あたみ９月号をご覧ください。

熱海市成年後見センターについて
熱海市成年後見センターでは
１ 成年後見制度に関する相談
２ 成年後見制度の利用申立のアドバイス
３ 専門家による権利擁護相談（予約制）
　 などを行っています。
　 また、成年後見制度に関する「出前講座」も実施しています。「成年後見制度に関する話を聞
 いてみたい」方が５人くらいいらっしゃるのであればうかがいます。
　 まずはお問合せ下さい。（お問合せ　熱海市社会福祉協議会　0557ー86ー6339）



ホームページをリニューアルしましたホームページをリニューアルしました
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社会福祉
法　　人 熱海市社会福祉協議会
〒413-0015 静岡県熱海市中央町１番26号

　熱海市総合福祉センター２階

TEL（0557）86－6339・6340
FAX（0557）86－6341
http://www.atami-shakyo.com/
E-mail:csw-atami@po2.across.or.jp

あ
た
た
か
い
ご
寄
附

　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

介護サービス室職員募集介護サービス室職員募集
令和６年より社会福祉協議会のホームページをリニュー
アルしました。地域の皆様が情報を検索する際の「探し
やすさ」を重視し「目的から探す」や「利用者別に探す」
からスムースに情報を得られるようにしました。
会員の皆様始め地域の皆様に会の活動の
理解を更に深められるようこまめに情報を
発信し、社協だよりと共に親しみ易いホー
ムページになるよう工夫して参ります。

☆介護支援専門員（常勤）

☆登録ヘルパー
　※ １時間単位でも業務可能
お気軽に御連絡下さい
　問合せ先　熱海市社会福祉協議会
　　　　　　　　　　　　介護サービス室
　電　　話　0557－86－1112

一緒に働いて
みませんか？
一緒に働いて
みませんか？

「二次元コードはこちら→」

　熱海市地域共生プラン「あったまる熱海」の基本理念に基づき、当会
の第５次地域福祉活動計画を定め、以下の事業に取組みました。
１ お互いさまから始まる思いやりのこころづくり
　地域福祉を支える意識の醸成として、社協だよりをフルカラーや見開きと見
やすいように変更し年２回全戸配布しました。
　ホームページのサイトリニューアルを実施しました。

２ 共に生きる地域づくり
　ボランティア・NPO 参加やささえ逢いセンターの活動、移動支援の活動・
地域の有償ボランティア等の活動場所、機会の提供を行いました。
　また、生活支援体制整備事業の推進として、泉・伊豆山地区、南熱海地区で
それぞれ協議体を開催し地域課題などの話合いや熱海地区の西部地区地域づく
り事務局の地域問題点や地域の在り方などの会議で情報共有や意識統一を行い
ました。
　なお、市内の７つの社会福祉法人に気軽に相談できる場所として、福祉何で
も相談窓口を設置し、自法人で解決できない相談は社協へつなぎ問題解決に向
けて共有を図りました。

３ みんなにやさしいひとづくり
　重層的支援体制整備事業の推進では、令和５年度より制度開始となり、行政や包括
的相談支援事業所、就労支援事業所、障がいサービス事業所などの関係機関と事業内
容に関する意識統一や連絡方法などの共有化を図りました。
　また、権利擁護事業や生活困窮者の自立支援対策として、次の事業を実施しました。
（１）日常生活自立支援事業の推進として、判断能力がわずかに低下した利用者に　
　 　対し、日常的な金銭管理の支援を実施しました。
（２）成年後見センター事業の充実強化に努め、当市で初となる市民後見人が誕生し、
　　 社協として後見監督業務を実施しました。
（３）生活困窮者自立支援事業の実施として、一人のために出来る支援を目指して、
　　 「生活困窮者の自立と尊厳の確保」と「生活困窮者支援を通じた地域づくり」　
　　 を目的に、相談体制の充実を図りました。

４ 介護保険事業の充実
　居宅介護支援事業、訪問介護事業に取組む中で、運営体制を見直し、利用者の確保
や職員の資質向上に努めました。

令和５年度決算報告（資金収支計算書）
（単位：千円）

収入の部 決算額

会費収入 3,503

寄附金収入 619

経常経費補助金収入 21,248

受託金収入 62,394

事業収入 5,904

貸付事業等収入 129

負担金収入 0

介護保険収入 47,396

障害福祉サービス等事業 3,467

受取利息配当金収入 1,107

その他の収入 141

  Ａ　事業活動収入計 145,908

施設整備等補助金収入 0

固定資産売却収入 0

基金・積立資産取崩収入 63,327

   B　その他活動収入計 63,327

（単位：千円）
支出の部 決算額

法人運営事業 30,716

権利擁護事業 3,511

生活困窮者自立支援事業 14,413

地域福祉事業 30,726

共同募金配分金事業 4,141

資金貸付事業 129

居宅介護支援事業 24,606

訪問介護事業 18,401

障害者福祉事業 1,729

 C　 事業活動支出計 128,372

固定資産取得支出 1,126

基金・積立預金積立支出 149,603

サービス区分間繰入金支出 0

 D   その他活動資金支出計 150,729

A+B　　 収入の部計

C+D   　 支出の部計

差引計

209,235
279,101
△69,866

（注）差引が△となった詳細は、繰越金を財源として基金積立額
　　  支出が増加したため。

令和５年度事業報告


